
西条市サステナブルツアー企画・実施委託業務 仕様書 

 

 本仕様書は、西条市と受託業者（以下「受注者」という。）との間で締結する西条

市サステナブルツアー企画・実施委託業務の契約について、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

１ 業務名 

西条市サステナブルツアー企画・実施委託業務 

 

２ 業務の目的 

近年SDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け、世界中、そして日本でもさま

ざまな取り組みが行われている。観光産業においてもコロナ禍を経て各地方自治体や

観光地域づくり法人（DMO）が持続可能な観光地マネジメントを行うことができるよ

う、国際基準に準拠した日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）が観光庁より

示されている。 

本業務では、「訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と未

来の環境、社会文化、経済への影響に十分配慮した観光」と提唱されるサステナブル

ツーリズムの考えに沿った持続可能且つ市内の新しい観光を目指したツアーを造成・

実施し、本市での実効性を検証する。 

 

３ 実施期間 

契約締結日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（１）サステナブルツアーの企画 

本市の環境や文化・社会、経済において産業を活用するとともに、環境負荷の低

減を考慮且つ持続可能な取り組みを組み込んだツアーを４コース以上企画し、契約

締結の日から令和７年２月下旬までにツアーを実施する。なお、ツアーの要件は、

以下のとおりとする。 

・西条市内を旅の目的地とする日帰り又は１泊及び複数泊ツアーとする。 

・参加者の集合場所迄の交通費、宿泊費及び飲食費は参加者負担とする。（対象外

経費） 

・自社の商品として、すでに市場に出ているツアー等については対象としない。 

ただし、自社及び他の旅行会社がすでに造成している商品でも、内容・行程が

新規であれば対象とする。 

（２）ツアーの広報・告知及び参加者の募集 

ツアーの募集人数は合計 120 人以上とすること。募集方法については、事業者 



からの提案とする。 

（３）企画したツアーを催行し、記録写真の撮影を行うこと。 

（４）ツアー中の安全を確保するための対策及び体制を整えるとともに、参加者が急

病等により治療・救護が必要となった場合の対応方法及び連絡体制を整えるこ

と。 

（５）ツアー参加者へのアンケートの実施及び分析 

アンケート調査票を作成し、実施すること。 

上記アンケートで聴取した内容を集計、分析の上、本事業の効果や課題を抽出 

し、報告書にまとめること。 

なお、アンケートの調査項目については、西条市と協議の上決定すること。 

（６）成果品 

・アンケート結果集計表（Excelデータ） 

・ツアー実施報告書（Ａ４判、１色刷り、２０ページ程度）５部 

 

６ その他 

（１）業務遂行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）に基づき適正に個人情報を取り扱うこと。 

（２）業務内容、データ内容その他この契約履行により知り得た事項を第三者に漏ら

し又は委託の範囲を超えて利用してはならない。 

（３）業務に必要な資料のうち、受注者で提供可能な資料は貸与する。 

（４）制作物にかかる所有権、著作権は西条市に帰属する。 

（５）業務遂行の過程において、西条市又は受注者が必要と認める場合には適宜協議

を行う。 

（６）受注者は常に担当課からの連絡を受け取れる状態とし、担当課からの打合せの 

申し出があった場合は、原則、担当課に出向き行うものとする。 

（７）受注者は、委託業務の実施につき第三者に損害を与えたときは、その賠償の責 

任を負うものとする。 

（８）本仕様書に記載のない事項に関しては、西条市受注者双方協議の上決定する。 


